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鳴沢村太陽光発電施設に関する景観形成基準 
 
（趣旨） 
第１条 この景観形成基準は、鳴沢村景観条例（平成２７年鳴沢村条例第１８号。以下「条

例」という。）及び鳴沢村景観計画（条例第７条第１項の規定に基づき村長が定め

た景観計画をいう。以下「景観計画」という。）において、太陽光発電施設の建築

等又は建設等の行為についての基準を定めるものとする。 
 
（定義） 
第２条 この基準において、「太陽光発電施設」とは、太陽光を電気に変換するための設備

及びその附属施設等をいう。 
２ この基準において、「景観形成拠点」とは、別表によるものをいう。 
３ この基準において、「主要な道路等」とは、別表によるものをいう。 
４ この基準において、「主要な眺望点」とは、別表によるものをいう。 
５ 前項に掲げるもののほか、この基準における用語の定義は、景観法（平成１６年

法律第１１０号）及び条例の例による。 
 
（富士山麓地域景観形成共通基準） 
第３条 建築物に設置する太陽光発電施設の基準については、次のとおりとする。 

一 世界文化遺産構成資産周辺への設置は避ける。 
二 太陽光電池モジュールの色彩は、周囲や建築物等と調和した色彩とし、低

明度かつ低彩度の目立たないものを使用する。 

三 太陽光電池モジュールは、低反射で、模様が目立たないものを使用する。 

四 勾配屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部が当該建築物の棟を

越えないものとし、屋根と一体化させる。 

五 陸屋根に設置する場合は、太陽光発電設備の最上部をできるだけ低くする。

又はルーバー等により修景を施し建築物と一体化させる。 

六 外壁材として使用する場合は、その他の外壁素材と調和するものとする。 

七 太陽光電池モジュールのフレームの色彩は、モジュール部分と同等とする。

素材は低反射のものを使用する。 

八 壁面の配管類、屋外用パワーコンディショナー等の附属設備は、建築物と

一体化する又は周囲から見えない位置に設置する。色彩についてはモジュ

ールやフレームと同等のものとする。 

九 景観形成拠点に係る箇所にやむを得ず設置する場合には、それらに影響を

及ぼさないよう、特に景観に配慮すること。 
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２ 建築物以外に設置する太陽光発電施設の基準については、次のとおりとする。 
一 世界文化遺産構成資産周辺への設置は避ける。 
二 太陽光電池モジュールの色彩は、周囲と調和した色彩とし、低明度かつ低

彩度の目立たないものを使用する。 
三 太陽光電池モジュールは、低反射で、模様が目立たないものを使用する。 

四 太陽光電池モジュールのフレームの色彩は、モジュール部分と同等のもの

とする。素材は、低反射のものを使用する。 

五 パワーコンディショナー、分電盤等の附属設備の色彩は、モジュール部分

と同等のものとする。 

六 歩行者及び周辺の景観への影響のある場合においては、植栽やフェンス等

で目隠しを行い、望見できないように配慮する。 

七 主要な道路等からは、植栽やフェンス等で目隠しを行い、望見できないよ

うに配慮するとともに、富士山等への景観を阻害しないようにする。 

八 尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合には、稜線を乱さない若しくは

土地形状に違和感をあたえない等、特に景観に配慮すること。 

九 主要な眺望点から視認できる場合には、周辺景観と調和させ、威圧感や存

在感が軽減されるよう色彩、植栽及び配置等の工夫をするとともに、富士

山等への景観を阻害しないようにする。 

十 自然環境豊かな箇所においては、太陽光発電設備以外の敷地においても、

植栽等を施すこと。 

十一 景観形成拠点の周辺にやむを得ず設置する場合には、それらに影響を及ぼ

さないよう、特に景観に配慮すること。また、それらの箇所については、

電線類地中化を施すこと。 

十二 他の市町村の景観形成拠点、主要な道路及び主要な眺望点から望見できる

場合には、この基準と同様の措置を講じるものとする。 

 
（鳴沢村景観形成基準） 
第４条 前２条に掲げるもののほかの基準については、次のとおりとする。 

一 建築物以外に設置する太陽光発電施設については、景観形成拠点及びその

周辺への設置は避ける。 
二 電線類地中化事業のある近傍に設置する場合については、事業地内も電線

類地中化を施すこと。 
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（別表） 
景観形成拠点 ・世界文化遺産構成資産 

・文化財の指定地域 
・歴史資源（鳴沢村景観計画） 
 春日神社 
 魔王天神社 
 八幡神社 
 青木ヶ原樹海 
 

主要な道路等 ・景観に配慮すべき主要道路（鳴沢村景観計画） 
 国道１３９号 
 県道富士宮鳴沢線 
 県道鳴沢富士河口湖線 
 富士スバルライン 

主要な眺望点 ・主なビューポイント（鳴沢村景観計画） 
 紅葉台・三湖台・五湖台（足和田山） 
 富士山（御庭、奥庭、御中道） 
 幸助山 
 鳴沢村活き活き広場 
 道の駅なるさわ 

 


